
○東京都育英資金条例 

平成一七年三月三一日 

条例第三一号 

 (目的) 

第一条 こ の条例は、 東京都の区域内(以下「 都内」 と いう 。 )に住所を有し 、 高等学校、 高等専門学校又

は専修学校に在学する 者のう ち、 勉学意欲があり ながら 、 経済的事由によ り 修学困難な者に対し 、 修学

上必要な学資金の一部(以下「 奨学金」 と いう 。 )を貸し 付ける 事業(以下「 育英資金貸付事業」 と いう 。 )

を行う 者を支援する こ と によ り 、 教育を受ける 機会の拡充に寄与し 、 も って社会に貢献し 得る 人材の育

成に資する こ と を目的と する 。  

(事業の支援) 

第二条 東京都は、 こ の条例及びこ の条例に基づく 東京都規則(以下「 規則」 と いう 。 )で定める と こ ろに

よ り 、 育英資金貸付事業を行う 者と し て規則で定める も の(一団体に限る 。 以下「 指定団体」 と いう 。 )

に対し 、 その事業の実施に必要な支援を行う も のと する 。  

(定義) 

第三条 こ の条例において、次の各号に掲げる 用語の意義は、それぞれ当該各号に定める と こ ろによ る 。  

一 高等学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。 以下「 法」 と いう 。 )第一条に規定する 高等学

校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。 )をいう 。  

二 高等専門学校 法第一条に規定する 高等専門学校をいう 。  

三 専修学校 法第百二十四条に基づき 設置さ れた専修学校の高等課程及び専門課程をいう 。  

四 奨学生 次条第二項に規定する 育英資金貸付事業によ り 奨学金の貸付けを受ける 者をいう 。  

(平一九条例三四・ 平一九条例一三〇・ 一部改正) 

(補助の実施) 

第四条 第一条の目的を達成する ため、 知事は、 指定団体に対し 、 育英資金貸付事業に必要な経費につ

いて、 予算で定める と こ ろによ り 補助金を交付する こ と ができ る 。  

2 前項の規定によ る 補助の対象と なる 育英資金貸付事業は、 次条から 第十条ま でに定める と こ ろによ り

行う も のと する 。  

(奨学金の借受け資格) 

第五条 奨学金の貸付けを受ける こ と ができ る 者は、 次に掲げる 要件を備えていなければなら ない。  

一 貸付けを開始する 月(貸付けの対象と なる 期間の最初の月をいう 。 以下同じ 。 )の初日に、 都内に住所

を有する こ と 。  

二 貸付けを受ける 者を所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十三号に規定する 同一

生計配偶者若し く は同項第三十四号に規定する 扶養親族と する 者又はこ れら に準ずる 者と し て知事が定

める も のがある 場合は、 こ れら の者が、 貸付けを開始する 月の初日に、 都内に住所を有する こ と 。  

三 同種の資金を他から 借り 受けていないこ と 。  

四 第三条第一号から 第三号ま でに掲げる 学校に在学し ている こ と (高等専門学校及び専修学校の専門課

程にあっては、 当該学校が都内に所在する も のに限る 。 )。  

五 勉学意欲があり ながら 、 経済的事由によ り 修学が困難である こ と 。  

六 前各号に掲げる も ののほか、 規則で定める 要件を備えている こ と 。  



2 前項各号に定める も ののほか、 日本国籍を有し ない者は、 規則で定める 要件を備えていなければなら

ない。  

3 第一項各号の規定にかかわら ず、 知事が特別の理由がある と 認める と き は、 規則で定める と こ ろによ

り 、 その一部を適用し ないこ と ができ る 。  

(平三〇条例七九・ 一部改正) 

(奨学金の貸付額等) 

第六条 奨学金の貸付額は、 別表に掲げる 額と する 。  

2 奨学金を貸し 付ける こ と ができ る 期間は、 貸付けを開始する 月から 奨学生が在学する 学校の修業年限

の終わる 月ま でと する 。  

(奨学金の打切り ) 

第七条 指定団体は、 奨学生が次の各号のいずれかに該当する と き は、 奨学金の貸付けを打ち切る こ と

ができ る 。  

一 第五条第一項第三号又は第四号に該当し なく なったと き 。  

二 東京都の区域外に転出し たと き 。  

三 死亡し たと き 。  

四 奨学金の貸付けを辞退し たと き 。  

五 不正な手続によ り 奨学金の貸付けを受けたと き 。  

六 修学する 上で必要な学資以外の用途に奨学金を使用し たと き 。  

七 前各号に掲げる も ののほか、 奨学金を貸し 付ける こ と が適当でないと 知事が認める と き 。  

2 指定団体は、 規則で定める と こ ろによ り 、 奨学金の貸付けを休止する こ と ができ る 。  

(返還方法) 

第八条 奨学金の貸付けを受けた者(以下「 借受者」 と いう 。 )は、 当該奨学金の貸付けの対象と なる 期間

が満了する 月の翌月から 起算し 六月を経過し た後、 規則で定める と こ ろによ り 、 指定団体に返還し なけ

ればなら ない。  

2 指定団体は、 奨学金の借受者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 奨学金の貸付総額の全部又は

一部について繰上返還を命ずる こ と ができ る 。  

一 修学する 上で必要な学資以外の用途に奨学金を使用し ていたと き 。  

二 不正な手続によ り 奨学金の貸付けを受けていたと き 。  

三 住所又は氏名の変更その他規則で定める 事項の届出を怠ったと き 。  

四 前項に規定する 奨学金の返還を怠ったと き 。  

(奨学金の利子) 

第九条 奨学金は、 無利子と する 。  

(返還金の減免及び猶予) 

第十条 指定団体は、 借受者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 返還金の全部又は一部を免除す

る こ と ができ る 。  

一 死亡し たと き 。  

二 精神又は身体の障害によ り 、 労働能力を喪失し 、 又は労働能力に高度の制限を受ける こ と と なった

と き 。  



三 前二号に掲げる 場合のほか規則で定める 事由に該当する と き 。  

2 指定団体は、 災害その他の特別の事由によ り 借受者の奨学金の返還が困難になったと 認めら れる と き

は、 規則で定める と こ ろによ り 返還を猶予する こ と ができ る 。  

(補助の条件) 

第十一条 知事は、 第四条第一項の補助金(以下「 補助金」 と いう 。 )を交付する 際に、 次の条件を付する

も のと する 。  

一 奨学金の貸付けを受けよ う と する 者に対し て、 連帯保証人を立てさ せる こ と 、 又はこ れに準ずる 措

置をと ら せる こ と 。  

二 奨学生の選考に当たっ ては、 その公正を期すため、 関係機関から の推薦者をも って構成する 選考委

員会を設置し 、 奨学生の選考に関する 事項について諮る こ と 。  

三 借受者が奨学金の返還を遅滞し た場合は、 督促の上、 規則で定める と こ ろによ り 違約金を徴収する

こ と 。  

四 返還金の不納欠損処理は、 規則で定める と こ ろによ り 実施する こ と 。  

五 育英資金貸付事業について経理を明確に区分する こ と 。  

六 前各号に掲げる も ののほか、 知事が必要と 認める こ と 。  

(報告及び検査) 

第十二条 指定団体は、 補助金の交付を受けた事業について、 規則で定める と こ ろによ り 知事に実施状

況を報告し なければなら ない。  

2 知事は、 必要がある と 認める と き は、 その職員に指定団体における 東京都の補助に係る 育英資金貸付

事業の業務の状況を検査さ せる こ と ができ る 。  

(委任) 

第十三条 こ の条例の施行について必要な事項は、 規則で定める 。  

附 則 

1 こ の条例は、 平成十七年四月一日から 施行する 。  

2 改正前の東京都育英資金貸付条例(以下「 旧条例」 と いう 。 )第七条の規定によ り 、 平成十七年度の奨

学生と 決定する こ と を予定さ れた奨学生採用候補者と し て通知を受けた者(以下「 採用候補者」 と いう 。 )

については、 指定団体は、 育英資金貸付事業(第四条第二項に規定する 育英資金貸付事業をいう 。 第四項

において同じ 。 )の奨学生と し て採用し なければなら ない。 ただし 、 奨学生と し て採用し よ う と する 際、

当該採用候補者が、 旧条例第三条第一項各号に掲げる 要件に該当し ない場合は、 こ の限り でない。  

3 こ の条例の施行の際、 旧条例の規定によ り 現に奨学金の貸付けを受けている 者又は奨学金の貸付けを

受けた者で奨学金の返還を 終了し ていない者については、 旧条例は、 こ の条例施行後も 、 なおその効力

を有する 。  

4 第三条第一号から 第三号ま でに掲げる 学校に平成十七年三月三十一日以前に在学し ている も のであ

って、 こ の条例の施行の日以降に育英資金貸付事業の奨学生と し て採用さ れる 者に対する 奨学金の貸付

額については、 第六条の規定にかかわら ず、 旧条例別表の例によ る 。 こ の場合において、 同表備考中「 知

事は特別の理由がある と 認める と き は、」 と ある のは「 指定団体は特別の理由がある と 認める と き は、 知

事の承認を得て」 と 読み替える も のと する 。  

附 則(平成一九年条例第三四号) 



こ の条例は、 平成十九年四月一日から 施行する 。  

附 則(平成一九年条例第一三〇号) 

こ の条例は、 学校教育法等の一部を改正する 法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から 施行する 。 

(施行の日＝平成一九年一二月二六日) 

附 則(平成二一年条例第二一号) 

1 こ の条例は、 平成二十一年四月一日から 施行する 。  

2 こ の条例によ る 改正後の東京都育英資金条例(以下「 改正後の条例」 と いう 。 )別表の規定は、 平成二

十一年四月一日以後に改正後の条例第三条第一号から 第三号ま でに規定する 学校(以下「 学校」 と いう 。 )

に入学する 者で新たに奨学金の貸付けを受けよ う と する も のについて適用し 、 同年三月三十一日現在学

校に在学する 者で、 既に奨学金の貸付けを受けている も の又は新たに奨学金の貸付けを受けよ う と する

も のについては、 なお従前の例によ る 。  

附 則(平成三〇年条例第七九号) 

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

別表(第六条関係) 

(平一九条例三四・ 平一九条例一三〇・ 平二一条例二一・ 一部改正) 

区分 奨学生の種類 貸付額(月額) 

高等専門学校又は高等学校 

国、 地方公共団体、 独立行政法人国立高等専門学

校機構若し く は公立大学法人(地方独立行政法人

法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項

に規定する 公立大学法人をいう 。以下同じ 。 )が設

置する 高等専門学校又は国、 地方公共団体若し く

は国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律

第百十二号)第二条第一項に規定する 国立大学法

人をいう 。以下同じ 。 )が設置する 高等学校の生徒 

一八、 〇〇〇円 

私立の高等専門学校又は高等学校の生徒 三五、 〇〇〇円 

専修学校の専門課程 

国、 地方公共団体又は国立大学法人が設置する 専

修学校の専門課程の生徒 
四五、 〇〇〇円 

私立の専修学校の専門課程の生徒 五三、 〇〇〇円 

専修学校の高等課程 

国、 地方公共団体又は国立大学法人が設置する 専

修学校の高等課程の生徒 
一八、 〇〇〇円 

私立の専修学校の高等課程の生徒 三五、 〇〇〇円 

備考 指定団体は特別の理由がある と 認める と き は、 知事の承認を得て国、 地方公共団体、 独立行政法

人国立高等専門学校機構若し く は公立大学法人が設置する 高等専門学校又は国、 地方公共団体若し

く は国立大学法人が設置する 高等学校若し く は専修学校の高等課程の生徒にあっては月額三五、 〇

〇〇円以内、 私立の高等学校、 高等専門学校又は専修学校の高等課程の生徒にあっては月額四〇、

〇〇〇円以内で奨学金の貸付額を定める こ と ができ る 。  


